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★本日お話しすること★

①食品リサイクルについて

②食品ロスの現状

③食品リサイクル関連の令和３年度の補助金
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１ 食品リサイクルについて



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程に応じて生じた残さ等の
食品廃棄物等について、
①発生抑制と減量化による最終処分量の減少
②飼料や肥料等への利用、熱回収等の再生利用
についての基本方針を定め、食品関連事業者による取組を促進。

食品リサイクル法

循環型社会形成推進基本法
（基本的枠組み法） ①発生抑制（Reduce）

②再使用（Reuse）

③再生利用（Recycle）

④熱回収

⑤適正処分

（
取
組
の
優
先
順
位
）

循環型社会形成の推進

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

食品リサイクル法の位置づけ
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品リサイクル法の概要（平成12年法律第116号〔平成19年12月改正〕）

●食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向
●食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に

関する目標 等

●主務大臣による判断基準の提示（省令）
・再生利用等を行うに当たっての基準
・個々の事業者毎の取組目標の設定
・発生抑制の目標設定 等

○再生利用等の促進①

○主務大臣による基本方針の策定

（令和元年７月）

●全ての食品関連事業者に対する指導、助言

○指導、勧告等の措置

・前年度の食品廃棄物等の発生量が100トン
以上の者に対する勧告・公表・命令・罰金
（取組が著しく不十分な場合）

●主務大臣あてに食品廃棄物等発生量等の
定期報告義務
（発生量が年間100トン以上の者）

●事業者の再生利用等の円滑化
・「登録再生利用事業者制度」による

リサイクル業者の育成・確保
・「再生利用事業計画認定制度」による

優良事例（食品リサイクル・ループ）の形成

○再生利用等の促進②

※食品廃棄物等の発生を可能な限り抑制すること。

※食品廃棄物等の発生の抑制を実施するに当たって、
講ずるべき措置
・食品の製造・加工過程･･･原材料の使用の合理化
・食品の流通過程･･･食品の品質管理の高度化その他

配送及び保管の方法の改善
・食品の販売過程･･･食品の売れ残りを減少させるた

めの工夫
・食品の調理・食事の提供過程･･･調理方法の改善、

食べ残しを減少させるための工夫
等
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品リサイクル法に基づく新たな基本方針の概要（令和元年７月公表）

・発生抑制に係る目標を別途告示で設定。

・食品ロスについては、SDGsも踏まえ、2030年度を目標年次として、サプライチェーン全体で2000年度の半減とする目標を
新たに設定。

・再生利用等実施率目標を設定。食品製造業95％（前回同）、食品卸売業75％（前回+5%）、食品小売業60％（前回+5%）、
外食産業50％（前回同）（2024年度までに）

・「基本理念」において食品ロスを明記し、食品関連事業者及び消費者の食品ロス削減に係る役割を記載

・食品廃棄物の適正処理の推進のため、食品関連事業者の排出事業者責任の徹底、国による継続的な周知徹底の必要性を明記。

１．食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

２．食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標

【食品関連事業者への指導等】

・国による食品関連事業者への積極的な指導・助言、市町村による多量排出事業者への減量化指導の徹底。

・食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るため、定期報告データの公表内容の拡充によって食品関連事業者の意識
の向上と取組の促進を図るよう運用の見直し。

・排出事業者責任に係る指導の徹底。

【登録再生利用事業者の育成等】
・登録再生利用事業者の中で優良な事業者を自主的に認定する取組の活用。

【再生利用の環境整備】
・地域循環共生圏1の実現に向けた廃棄物系バイオマス利活用のための施設整備の促進及び広域的なリサイクルループ2の形成の

促進。

・市町村による事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料金徴収の推進。
1「第五次環境基本計画」（平成30年４月閣議決定）で提唱された地域資源を補完し支え合いながら農山漁村も都市も活かす社会のこと。
2食品リサイクル法第19条に規定されている「再生利用事業計画」のこと。

基本方針

３．食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

基本方針のポイント①

・ 食品廃棄物等の発生抑制を優先的に取り組んだ上で、再生利用等を実施。

・ 食品循環資源の再生利用手法の優先順位は、飼料化、肥料化、きのこ菌床への

活用、その他の順。

１．食品循環資源の再生利用等の促進の基本的方向

【再生利用等実施率目標】

（旧目標：2019年度まで） （新目標：2024年度まで）

食品製造業 ９５％ ９５％

食品卸売業 ７０％ ７５％

食品小売業 ５５％ ６０％

外食産業 ５０％ ５０％

２．食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品リサイクル法政省令の改正概要（令和元年７月施行等）

定期報告省令

再生利用事業者の登録省令

判断基準省令

政令

・再生利用に係る製品として規定する製品に、「きのこ類の栽培のために使用される固形状の培地」（菌床への活用）を追加。
これにより菌床への活用をした場合も再生利用等実施率に算入できるようになる。

再生利用手法の追加

・食品関連事業者が講ずべき措置に関し、食品の販売における売れ残りを抑制するための工夫について、仕入れ及び販売以外
（例：フードバンクへの提供等）でも工夫を講ずるよう規定。

・ 食品の調理及び食事の提供の過程における食べ残しを減少させるための工夫について、メニュー以外（例：持ち帰り容器の
導入、食べきり運動の実施等）でも工夫を講ずるよう規定。

発生の抑制に関する事項の改正

・食品関連事業者は食品廃棄物等の発生量や再生利用の量を市町村ごとに分けて記載するよう変更。

・ 再生利用等の状況、食品関連事業者が遵守すべき事項に関する取組状況等の非財務情報の開示を促進するために様式を変更
し、公表項目の追加。

・ その他、政令や判断基準省令の改正内容や報告の電子化に伴い様式をそれぞれ反映。

報告書様式等の改正

・登録を受ける適格性を担保するため、実績確認書類として、その販売量の根拠となる書類の提出の義務化。

登録を申請する事業者の申請書類の追加
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

再生利用等実施率（業種別目標）

再生利用等実施率の算出式

基準実施率＝前年度の基準実施率＋前年
度基準実施率に応じた増加
ポイント

(注1)20%未満は20%として基準実施率を計算
(注2)平成19年度の基準実施率は平成19年度の

実績

発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量
×0.95(※)＋減量量

発生抑制量＋発生量

（※）食品廃棄物残さ（灰分）を除いたもの
に相当する率

前年度の基準実施率区分 増加ポイント

20%以上50%未満 ２％

50%以上80%未満 １％

80%以上 維持向上

再生利用等実施率＝

基準実施率（個別企業の目標値）の算出式

 基本方針で定めた再生利用等実施率の業種別目標は、2024年度までに、食品製造

業95％、食品卸売業75％、食品小売業60％、外食産業50％。

 業種別目標は、個々の事業者ごとに算出される再生利用等の実施率目標（基準実

施率）が達成された場合に見込まれる水準に設定。
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品廃棄物等の発生抑制に関する目標 (2019年度～2023年度）

業 種 基準発生原単位 業 種 基準発生原単位 業 種 基準発生原単位

肉加工品製造業 113kg／百万円食用油脂加工業 44.7kg/t食堂・レストラン(麺類を
中心とするものに限る。)

175kg／百万円→

170kg／百万円

牛乳・乳製品製造業 108kg／百万円麺類製造業
270kg／百万円→

192kg／百万円
食堂・レストラン(麺類を
中心とするものを除く。)

152kg／百万円→

114kg／百万円

その他の畜産食料
品製造業

501kg/t豆腐・油揚製造業
2,560kg／百万円→

2,005kg／百万円居酒屋等
152kg／百万円→

114kg／百万円

水産缶詰・瓶詰製造
業

480kg／百万円冷凍調理食品製造業
363kg／百万円→

317kg／百万円喫茶店
108kg／百万円→

83.3kg／百万円

水産練製品製造業 227kg／百万円そう菜製造業
403kg／百万円→

211kg／百万円ファーストフード店
108kg／百万円→

83.3kg／百万円

野菜漬物製造業 668kg／百万円
すし・弁当・調理パン製造
業

224kg／百万円→

177kg／百万円その他の飲食店
108kg／百万円→

83.3kg／百万円

味そ製造業
191kg／百万円→

126kg／百万円

清涼飲料製造業(コー
ヒー、果汁など残さが出
るものに限る。)   

429kg/t
421kg/kl

持ち帰り・配達飲食サー
ビス業（給食事業を除
く。）

184kg／百万円→

154kg／百万円

しょうゆ製造業 895kg／百万円
食料・飲料卸売業（飲料
を中心とするものに限る。）

14.8kg／百万円給食事業
332kg/百万円（～2019年度）→

278kg/百万円（2020年度～）

ソース製造業
59.8kg／t→

29.7kg／ｔ各種食料品小売業
65.6kg／百万円→

44.9kg／百万円結婚式場業 0.826kg／人

食酢製造業 252kg/百万円食肉小売業（卵・鳥肉を
除く）

40.0kg／百万円旅館業
0.777kg／人→

0.570kg／人

パン製造業
194kg／百万円→

166kg／百万円菓子・パン小売業
106kg／百万円→

76.1kg／百万円

菓子製造業 249kg/百万円コンビニエンスストア 44.1kg／百万円

・・新たに目標設定した業種 ・・目標値を引き上げた業種

 食品リサイクル法の最優先事項である「発生抑制」について、業種別に目標を設定。

 2014年に設定した発生抑制目標値については、９割の事業者が既に目標値を達成。発生抑制をより進める

観点から、2019年７月に新たに目標を設定（３業種で新規設定、19業種で引き上げ）。

75業種のうち、目標値を設定しない41業種についての考え方
・17業種：密接な関係をもつ値（売上等）との相関がとれなかった。
・24業種：食品廃棄物等のほとんどが、製造に伴い必然的に発生する不可食部等であり、産

業活動への抑制に直接むすびつく恐れがあることから、業種としては発生抑制目標
値の設定になじまないとした。

自主的な努力により、発生抑制に努めるとともに、再生利用のさらなる推進に努めることとする。
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品産業における再生利用等実施率の推移

93% 93% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

59% 58%

53%
57% 58% 58% 57%

60%

65%
67%

62%

37% 36% 37%
41%

45% 45% 46% 47%
49%

51% 51%

13%
16% 17%

23% 24% 25% 24% 23% 23%

32% 31%

79%
81% 82%

84% 85% 85% 85% 85% 85% 84% 83%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

食品製造業

食品産業全体

食品卸売業

食品小売業

外食産業

‘24年度目標

９５％

７５％

５０％

６０％
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■ 平成30年度

食品産業における食品リサイクルの現状

 食品製造業から排出される廃棄物等は、量や性質が安定していることから、分
別も容易で、栄養価を最も有効に活用できる飼料への再生利用が多い。

 食品小売業や外食産業から排出される廃棄物は、衛生上飼料や肥料に不向きな
ものも多く、焼却・埋立等により処分される量が多い。

業 種

食品廃棄物等の年間発生量

発生抑制
の実施量計

再生
利用

（用途別仕向先）

熱回
収

減量
再生
利用
以外

焼却・
埋立等飼料 肥料 メタン

油脂及
び油脂
製品

炭化し
て製造
される
燃料及
び還元
剤

エタ
ノー
ル

食品製造業 1,400 1,116 871 167 50 25 3 0 41 163 38 42 216

食品卸売業 28 15 4 8 1 2 0 0 0 1 2 10 3

食品小売業 122 47 19 14 3 10 1 0 0 0 0 75 31

外食産業 215 40 9 17 1 12 0 0 0 2 1 173 36

食品産業計 1,765 1,218 904 207 55 48 4 0 41 166 41 299 285

(単位：万t)

四捨五入の関係で、数字の合計が一致しないことがある。 12



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

 再生利用手法の優先順位については、第一に資源循環が継続する「モノからモノへ」の再生
利用を、環境負荷の低減に配慮しつつ優先。

 食品リサイクル手法のうち、飼料化については、食品循環資源が有する豊富な栄養価を最も
有効に活用できること等から最優先。次に肥料化（メタン化の際に発生する消化液を肥料
利用する場合を含む。）、その次にきのこ菌床への活用を推進すべき。

 その上で、飼料化・肥料化・きのこ菌床への活用が困難なものについては、その他の再生利
用（メタン化によるエネルギー利用等）を推進することが必要。

焼却等処理（熱回収）

飼料化
肥料化

【食品リサイクルの現状】 【食品リサイクルの優先順位・方向性】

優先されるべき取組

①豊富な栄養価
を有効に活用

②窒素、リン、カリ等
栄養素を有効に活用

③エネルギー利用等を推進

発生抑制

飼料化
肥料化

その他

その他

食品リサイクルの優先順位

きのこ菌床への活用

きのこ菌床への活用
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品廃棄物の種類と再生利用の手法

業種 食品廃棄物の種類
分別の
レベル

リサイクル手法

食
品
製
造

●大豆粕・米ぬか

●パン・菓子屑

●おから等

●製造残さ（工場）

●返品・過剰生産分

食
品
卸
・
小
売

●調理残さ（店舗）

●売れ残り（加工食品）

● 〃 （弁当等）

外
食

●調理屑（店舗）

●食べ残し（店舗）

家
庭

●調理屑

●食べ残し

容
易

困
難

飼
料
化

メ
タ
ン
化

肥
料
化
（
堆
肥
化
）

 食品製造業から排出される廃棄物は、均質で量が安定していることから、分別も容易で、栄養価を最も

有効に活用できる飼料へのリサイクルが適している。
 外食産業から排出される廃棄物のうち、食べ残し等は家畜に対して有害なものが混入する可能性がある

ため、飼料へのリサイクルに不向きなものが多く、比較的分別が粗くても対応可能なメタン化が有効。

メリット デメリット

飼料化 ・畜産農家におけ
るエコフィードの利
用拡大により、需
要は堅調

・異物除去や食
品残さの品質管
理・成分分析等
が必要

肥料化 ・初期投資が少な
く技術的なハード
ルが低いことから新
規参入が容易

・最終製品価格
が安く、需要も必
ずしも多くないた
め利益を上げにく
い

メタン化 ・他のリサイク
ル手法に比べて、
比較的分別が粗
くても対応が可
能

・設備導入が高
コスト
・副産物利用の
方法に検討が必
要で、処理する
場合にはコスト
が必要

※ 食品廃棄物の種類によっては、リサイクルに不向きなものもある ※エコフィードとは、食品廃棄物等及び農場残さを利用
して製造された家畜用飼料の総称。
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

再生利用の課題と展開方向

〔消費者の理解醸成〕
・リサイクル堆肥やエコフィードを利用して

生産した農畜産物に対する消費者の理解醸
成（消費者からのイメージアップと生産者
へのインセンティブ）

〔分別の更なる促進（品質管理）〕
・食品流通の川下（小売業、外食産業）にお

ける分別の更なる促進が必要

生
産
面

肥
飼
料
の
利
用
面

・ブランド化や認証取得の推進
・東京オリンピック・パラリンピックの食材

調達基準において、エコフィードを用いて
生産された畜産物を推奨（飼料化）

・排出事業者向け分別マニュアルの普及、講
習会の実施

・共同での収集・運搬の推進
・分別が粗くても対応可能なメタン化の推進

課題 対策の方向性

〔地域資源の有効活用（需給）〕
・食品廃棄物等の排出が多い都市部では原料

収集が容易である一方、地方では季節性の
ある原料（ジュース粕、規格外野菜等）が
多いことから、年間を通じた安定生産・供
給が課題

・地域未利用資源のマッチング、調達先の多
様化等による年間を通じた安定的な事業化
の推進

〔施用、給与技術の向上〕
・利用農家における肥料・飼料設計、施用・

給与技術等の向上が必要

・技術講習会、給与実証調査等の実施

※エコフィードとは、食品廃棄物等及び農場残さを利用して製造された家畜用飼料の総称。
15



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

外食産業における食品リサイクルの課題

 外食産業において食品リサイクルが進んでいない理由は、①分別が難しい、②処
理費が増加するため、③広域に広がる店舗からの食品廃棄物の回収が困難となっ
ている。

 また、店舗で発生する食品廃棄物のうち食べ残しの割合は、居酒屋・DR（ディ
ナーレストラン）が高い傾向となっている。

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

広域に広がる店舗からの食品廃棄物の回収が困難

経営トップの理解・社内コンセンサスの難しさ

自治体の処理コストの安さ

自区内処理などの廃掃法の規制

分別が難しい

リサイクル施設が不足している

処理費（リサイクル費＋収集運搬費）が増加するため

管理会社に任せているため、わからない

リサイクルに適した食品廃棄物がでない

どのようにしたら良いかわからない

その他

回答数

N=49

単位：実数、％

回答数 合計 20%未満
20～40%

未満

40～60%

未満

60～80%

未満
80～100%

全体 40 100.0 40.0 15.0 22.5 17.5 5.0

ファーストフード 11 100.0 81.8 0.0 9.1 9.1 0.0

ファミリーレストラン 11 100.0 36.4 27.3 9.1 18.2 9.1

居酒屋・DR 12 100.0 8.3 16.7 50.0 25.0 0.0

喫茶 3 100.0 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0

その他 3 100.0 0.0 0.0 33.3 33.3 33.3

■食品廃棄物のうち「食べ残し」の割合（店舗）■リサイクルが進んでいない理由

資料：外食産業における食品リサイクルマニュアル 外食事業者へのアンケート概要
一般社団法人 日本フードサービス協会調査（平成29年1月） 16



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

■ 分別の負担が少ないメタン化

19

外食産業における食品リサイクル促進に向けた取組

■ 効率的な収集運搬

■ 食べ残しへの対応 ■ 減量

神戸市と神戸市環境共栄事業協同組合の取組

株式会社アレフの取組 株式会社ハチバンの取組

・一般廃棄物の積み替え保管施設の共同利用。
・効率的な収集運搬により費用を抑制。

・残さずに食べた子供達を表彰する等食べきりを促すプロ
モーションを展開。

・徹底した水切りを行い、食品廃棄物の減量を実施。

 外食産業における食品廃棄物等の再生利用の促進に向けたマニュアルを策定。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_8-27.pdf

外食事業者の食品リサイクル取組事例

株式会社ハチバンの取組
・セントラルキッチンの生ごみは分別の負担が少ないメタン化。
・分別可能な工場の生ごみは、堆肥化 等。

17



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

基本方針のポイント②

【再生利用等】

・ 食品廃棄物等を年間100トン以上排出する事業者からの定期報告について、再生

利用等の実施状況を都道府県別・市町村別にも報告（都道府県別は平成27年度実績（平成

28年度報告）、市町村別は令和元年度実績（令和2年度報告）から実施）。

・ 食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るため、定期報告データの公

表内容を拡充。

・ 登録再生利用事業者の中で優良な事業者を自主的に認定する取組の活用

・ 広域的な食品リサイクルループの形成を促進。

・ 市町村による事業系一般廃棄物処理に係る原価相当の料金徴収の推進。

３．食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項

18
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

２ 登録事業場数：160事業場（156社）（令和２年12月現在）

登録再生利用事業者制度の概要

● 廃棄物処理法の特例
① 荷卸しに係る一般廃棄物の運搬業の許可不要
② 一般廃棄物処分手数料の上限規制の撤廃

● 肥料取締法・飼料安全法の特例
・都道府県知事又は農林水産大臣への届出不要

１ 制度の特例

 食品廃棄物等の再生利用を行うリサイクル業者の育成を図るため、申請に基
づき主務大臣がリサイクル業者を登録。（食品リサイクル法第11条）

23



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

登録再生利用事業者による再生利用事業の内訳

注）一つの事業者が複数の再生利用事業を実施しているケースがあるた
め、事業別の件数の計（186）と登録再生利用事業者の総数（156）と
は一致しない。

 登録再生利用事業者の行う事業の内訳は、肥飼料化で約８割を占める。

(令和２年12月現在)

再生利用事業の種別 件数

肥料化事業 96

飼料化事業 51

油脂・油脂製品化事業 25

メタン化事業 12

炭化事業 ２

24



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品リサイクルループの推進（再生利用事業計画認定制度）

 食品関連事業者から発生する廃棄物から肥料・飼料を生産し、それを用いて生産した
農産物等を食品関連事業者が取り扱う、食品リサイクルループの形成を推進。

 食品関連事業者とリサイクル業者、農業者等の３者が連携して策定した食品リサイク
ルループの事業計画について、主務大臣の認定を受けることにより、廃掃業者は廃棄
物処理法に基づく収集運搬業の許可（一般廃棄物に限る。）が不要となる特例を活用
することが可能。

認定件数：50件
うち飼料化19件、肥料化31件
（令和２年12月末現在）

E市

リサイクル業者

F市

特定肥飼料等

農業者

農畜水産物等

D市

食 品 関 連 事 業 者 の 店 舗 等

C市B市Ａ市

廃掃業者

○○市場

（ の各自治体における収集運搬業の許可不要）

25



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

本再生利用事業計画では、産業廃棄物収集運搬許可事業者が廃棄物処理法の特例を利用し一般廃棄
物の収集運搬を行っています。また、食品循環資源を収集運搬する際には、衛生面に配慮して６層
に梱包し運んでいます。これらの食品循環資源によって肥料が製造され、その肥料を利用して生産
されたたまねぎを加工し、店舗で使用しています。

再生利用事業者
農林漁業者等

福岡県、佐賀県、熊本県内の

ロイヤルホスト(株)他が排出
した食品循環資源

（発生量：342t /年）

収集運搬業者

(株)トワード

ロイヤル(株)は、生産したたまねぎ
（40t /年）をセントラルキッチン

で加工し、店舗に供給

（生産量：166t /年、
利用量： 40t /年）

(有)鳥栖環境開発綜合ｾﾝﾀｰが

肥料を製造し、(株)トワードが利用
（肥料の製造･利用量：33t /年）

一般廃棄物

産

産業廃棄物

ロイヤルホスト㈱、ロイヤル㈱、

ロイヤル空港高速フードサービス㈱、

ロイヤルインフライトケイタリング㈱

(有)鳥栖環境開発綜合センター
(株)トワード

副資材

18t /年

衛生面に配慮した６層梱包

一般廃棄物の収集運搬
に特例を利用

廃棄物処理法特例を利用

食品関連事業者

肥料

農産物

☆リサイクルループの事例～肥料化の取組

26



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

☆リサイクルループの事例～飼料化の取組

本再生利用事業計画では、廃棄物処理法の特例を活用し、チルド商品の納品の戻り便（一般の配送
業者）を活用して各店舗から排出されるコーヒー豆粕を収集運搬しています。これらのコーヒー豆粕で飼
料を製造し、乳牛に給餌することで生産した牛乳を飲料商品の原材料として利用しています。

農林漁業者等

東京都・神奈川県・千葉県内のｽﾀｰ
ﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)の店舗が排
出した食品循環資源(ｺｰﾋｰ豆粕）

（発生量：1,609t /年）

ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)は牛
乳を購入し、飲料商品の原材料
として利用
（生産量：48,705t /年、

利用量：24,353t /年）

三友ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ(株)が豆粕飼料
を製造し、(株)ｻﾝﾊｲﾌｧｰﾑ他の農家
が乳牛に給餌
（飼料の製造・利用量：

1,854t /年）
(有)ｻﾝﾊｲﾌｧｰﾑ、(有)ﾄﾞﾘｰﾑﾋﾙ、(株)大野ファーム、

(株)新明牧場、JA浜中町農業協同組合、

熊本県酪農業協同組合連合会 他５農業者

食品関連事業者

スターバックスコーヒージャパン(株)

副資材 243t /年

一般廃棄物

飼料

牛乳

三友プラントサービス(株)

再生利用事業者

収集運搬業者

(株)日立物流首都圏、山手運送(株)、

(株)タイセイ・エフ・ティー、相和流通
(株)、

(株)ネオ、(株)アイ・エス・ロジスティック、

(株)スワロー輸送、(株)シード、

(株)グリーンフォース、永山運送(株)、

(株)ヴェルト、東都配送(株)、

増田運輸(株)、早来工営(株)

センコー(株)、神奈川センコー運輸(株)
廃棄物処理法特例を利用

一般廃棄物の収集運搬に特例を利用

27



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

㈱開成による収集･運搬

食品関連事業者
（瀬波温泉旅館協同組合等）

再生利用事業者

㈱開成

食品残さ（食べ残しや調理残さ）

農産物を購入し、調理・
加工して提供

農林漁業者等
カイセイ農研㈱

液肥を使用し、米、パッションフルーツ、野
菜を生産

メタン発酵による液肥
を製造

☆消化液を利用したリサイクルループの取組（新潟県村上市）

28



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

• 市場性、作業性を重要視、機械化が可能な作目を選定
• 取引先の要望を重要視、契約栽培が中心
• 収量・品質の安定した品種導入と低コスト資材の活用
• 経営面積の拡大に伴い社員を雇用、６次産業化部門を充実させており、加工部門は通年
雇用

• 肥料
① 側条施肥による施用量を削減するとともに、生産者グルー
プが連携した大量購入による肥料費の低減

② 飼料用米や多収米（ハイブリッドライス）等には、鶏糞やリ
サイクル肥料（食物残渣＋籾殻）を施用

• 農薬
① 県基準の半分以下の使用
② 基本は、温湯消毒＋箱施用＋除草剤のみ

• その他
① 大型高性能機械の活用（トラクター、田植機、コンバイン
等）による省力化を実現

② 自社ミニライスセンターによる乾燥・調製作業の効率化

経営方針（重視・優先していること、こだわり等）

基本情報
稲作の施肥・防除におけるコスト低減の取組

• 施肥
肥料費▲約３割
労働時間▲約１割

（鶏糞及びリサイクル肥料・
側条施肥と全層施肥との
比較）

• 防除
農薬費▲約３割
労働時間▲約１割

（県基準の14または12の
使用回数と比較して）

導入効果

品目 作付面積 平均区画

主食用米（移
植）

９０ha １０a

飼料用米（移
植）

１０．４
ha

１０a

・ 県農林振興センターやＪＡから情報提供
・ 市単独認定農業者補助事業等の活用
・ 地域の協力体制
・ 他の法人や大規模農家連携による畦畔除去や
面的集積の推進

支援体制
・高温障害対策（品質の安定化）
・中間管理機構を活用した面的集積
の推進。 区画の拡大による作業の
効率化
・生産者グループによる大量共同購
入の強化

課題・今後の目標

（有）中井農産センター
埼玉県吉川市

http://www.nakai-

nousan.com/

飼料米収穫 堆肥散布

埼玉型ほ場整備（畦畔除去）

コスト削減としての活用方法

• 気候 太平洋側気候
• 土質 泥炭土
• 従事人数 役員３名、社員５名

常時雇用９名
• 飼料用米の作付開始：Ｈ23年産
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

エコフィードの製造数量

エコフィードの製造数量は近年ほぼ横ばいで推移。平成30年度（概算）のエコ
フィード製造数量は約119万TDN㌧であり、とうもろこし約149万㌧(実量)に相
当。

国産原料由来のエコフィードの製造数量は32万TDN㌧であり、「食料・農業・農村
基本計画」における令和12年度の濃厚飼料自給率目標14 %の達成のために、エコ
フィードの利用を拡大する必要。
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（※万TDN㌧）
濃厚飼料全体に占め
るエコフィード全体
量の割合

輸入原料由来のエコ
フィード

例：輸入大豆で生産さ
れる豆腐の絞り粕(お
から)

国産原料由来のエコ
フィード

例：国産果実で生産され
るジュースの搾り粕

令和元年度 農林水産省生産局畜産部飼料課調べ
注：平成29年度の集計から調査対象品目が減少したため28年度以前と連続しない。
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

リサイクル製品を利用して生産された農畜産物など

食品リサイクル肥料と、それを利用した農
産物・加工品に関するマーク

認定機関：（一財）日本土壌協会

平成31年1月現在で20件の認定

エコフィードと、それを利用した農産物・加工
品に関するマーク

【認証エコフィード】
認定機関：（一社）日本科学飼料協会
令和元年8月現在で46銘柄の認証

【エコフィード利用畜産物認証】
認定機関：（公社）中央畜産会
平成31年3月末現在で8商品の認証
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２ 食品ロスの現状



農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

・「基本理念」に食品ロスの削減を明記し、事業系食品ロスの削減に関して、2000年度比で、

2030年度までに半減させる目標を設定。

・ 食品関連事業者は、食品廃棄物等の発生原単位が基準発生原単位以下になるよう努力。

・ 様々な関係者が連携して、サプライチェーン全体で食品ロス削減国民運動を展開。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(令和元年7月）

＜具体的な取組（食品関連事業者・消費者・地方公共団体・国が実施）＞
 納品期限の緩和などフードチェーン全体での商慣習の見直し
 賞味期限の延長と年月表示化
 食品廃棄物等の継続的な計量
 食べきり運動の推進
 食中毒等の食品事故が発生するリスク等に関する合意を前提とした食べ残した料理を

持ち帰るための容器（ドギーバッグ）の導入
 フードバンク活動の積極的な活用
 食品ロスの削減に向けた消費者とのコミュニケーション、普及啓発等の推進 等

 食品リサイクル法の基本方針では、食品ロスの削減を含めて食品廃棄物等の発生抑制が優先
と位置づけ。その上で発生してしまったものについて、リサイクル等を推進。

食品リサイクル法基本方針における食品ロス削減の位置づけ
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前文

•世界には栄養不足の状態にある人々が多数存在する中で、と
りわけ、大量の食料を輸入し、食料の多くを輸入に依存して
いる我が国として、真摯に取り組むべき課題であることを明
示

•食品ロスを削減していくための基本的な視点として、①国民
各層がそれぞれの立場において主体的にこの課題に取り組
み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしな
い意識の醸成とその定着を図っていくこと、②まだ食べるこ
とができる食品については、廃棄することなく、できるだけ
食品として活用するようにしていくことを明記

食品ロス削減月間（第９条）

食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス

削減月間（10月）を設ける

基本方針等（第 11 条～第 13 条）

基本的施策（第 14 条～第 19 条）

① 消費者、事業者等に対する教育・学習の振興､知識の普

及・啓発等

※必要量に応じた食品の販売・購入､販売・購入をした食

品を無駄にしないための取組等、消費者と 事業者との連

携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を

深めるための啓発を含む

② 食品関連事業者等の取組に対する支援

③ 食品ロスの削減に関し顕著な功績がある者に対する表彰

④ 食品ロスの実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に

関する調査研究

⑤ 食品ロスの削減についての先進的な取組等の情報の収

集・提供

⑥ フードバンク活動の支援、フードバンク活動のための食

品の提供等に伴って生ずる責任の在り方に 関する調査・

検討

食品ロス削減推進会議（第 20 条～第 25 条）

内閣府に､関係大臣及び有識者を構成員とし､基本方針の案

の作成等を行う食品ロス削減推進会議（会長：内閣府特命

担当大臣（消費者及び食品安全））を設置

公布日：令和元年５月31日、施行日：令和元年10月１日

※基本方針の閣議決定：令和２年３月31日

• 政府は、食品ロスの削減の推進に関する基本方針を策定

（閣議決定）

• 都道府県・市町村は、基本方針を踏まえ、食品ロス削減推

進計画を策定

食品廃棄物の発生抑制等に関する施策における
食品ロスの削減の推進（第８条）

食品リサイクル法等に基づく食品廃棄物の発生抑制等に関する

施策の実施に当たっては、この法律の 趣旨・内容を踏まえ、食

品ロスの削減を適切に推進

食品ロス削減推進法の概要（令和元年法律第19号）
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

○ 事業者の責務について（法第５条）
事業者は、その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品ロスの削減に関する

施策に協力するよう努めるとともに、食品ロスの削減について積極的に取り組むよう努める
ものとする。

○関係者相互の連携及び協力（法第７条）
国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関

係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協
力するよう努めなければならない。

○ 求められる行動と役割（基本方針）
【農林漁業者・食品関連事業者】
（例）
・自らの事業活動により発生している食品ロスを把握し、見直しを図る
・規格外や未利用の農林水産物の有効活用
・納品期限（３分の１ルール）の緩和、賞味期限表示の大括り化、賞味期限の延長
・季節商品の予約制等需要に応じた販売
・値引き・ポイント付与等による売り切り
・外食での小盛りメニュー等の導入、持ち帰りへの対応
・食品ロス削減に向けた取組内容等の積極的な開示

食品ロス削減推進法の事業者の責務／求められる行動と役割
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

0
50
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カナダ アメリカ イギリス 日本

食品ロスが引き起こす問題

世界の９人に１人が栄養不足
（約８億人）

世界人口

国連推計

77億人
(2019）

97億人
（2050）

環境問題

食料問題

市町村におけるごみ処理経費
2兆 910 億円（平成30年度）

１人当たりの経費＝16,400円/年

摂取カロリーから見た食料自給率

37％（平成30年度）

（先進国では最低水準）

水分の多い食品は、廃棄の際に

運搬や焼却で余分なCO2を排出

食料生産により

多量のエネルギーを消費 (平成25年度比＋2,400億円(＋13％))

(平成25年度比＋2,000円(＋14％))
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

約612万トン

資料：総務省人口推計(平成29年10月1日)
平成29年度食料需給表（確定値）

約328万トン

事業系

日本の「食品ロス」

国民１人当たり食品ロス量

1日 約132ｇ
※ 茶碗約1杯のご飯の量に相当

年間 約48kg
※ 年間1人当たりの米の消費量

（約54kg）に相当
家庭系

約284万トン

日本の食品ロスの状況（平成29年度）
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

食品廃棄物等 2,550万t
（有価物や不可食部分も含む）

食品ロス 612万t
（売れ残り、規格外品、返品、

食べ残し、直接廃棄）

1,411 783

123

206

127

64
16

27

食品製造業 食品卸売業 食品小売業 一般家庭

284
121

発生場所ごとの
食品ロス

外食産業

本来食べられるのに
捨てられている食品

食品廃棄物等と食品ロスの発生量（平成29年度推計）

【食品ロス】
国民に供給された食料のうち本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

事業系廃棄物

【 752万㌧ 】

有価物
（大豆ミール、ふすま等）

【 851万㌧ 】

一般家庭
家庭系廃棄物

【 783万㌧ 】

減量 (脱水・乾燥等）

【 164万㌧ 】
食品関連事業者

・食品製造業
・食品卸売業
・食品小売業
・外食産業

うち可食部分と
考えられる量

（ 328万㌧ ）
（ 規格外品、返品、

売れ残り、食べ残し ）

事業系廃棄物 ＋ 有価物

【 1,767万㌧ 】

食品リサイクル法における食品廃棄物等

廃棄物処理法における食品廃棄物

食品ロス

合計612万㌧

うち可食部分と
考えられる量

（ 284 万㌧ ）
（ 食べ残し、過剰除去、

直接廃棄 ）

食品ロスの発生量（平成29年度推計）
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納品期限を緩和（または予定）している小売事業者（142事業者）

【コンビニエンスストア（CVS）】

国分グロサーズチェーン、セイコーマート、セブン-イレブン・ジャパン、ファミ
リーマート、ポプラ、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ローソン 計８社

【総合スーパー（GMS）】

イオン九州、イオンスーパーセンター、イオンストア九州、イオン東北、イオ
ン北海道、イオンリテール、イオンリテールストア、イオン琉球、イズミ、イ
トーヨーカ堂、ダイエー、フジ、平和堂、ユニー 計14社

【食品スーパー（SM）】

アコレ、アブアブ赤札堂、アルビス、イオンビッグ、イオンマーケット、ウオロ
ク、遠鉄ストア、大阪屋ショップ、オーシャンシステム、オータニ、小田急
商事、カスミ、カノー、かましん、ぎゅーとら、光洋、サニーマート、サミット、
サンショウ、サンプラザ、サンマート、山陽マルナカ、新鮮マーケット、スー
パーナショナル、スズキヤ、セブンスター、タカヤナギ、中央スーパー、天満
屋ストア、東急ストア、東武ストア、とりせん、西鉄ストア、西山寛商
事、原信ナルスオペレーションサービス、ハルタ、バロー、福原、フジマート
四国、フレスタ、豊月、マイヤ、マックスバリュ長野、マックスバリュ西日
本、マックスバリュ北陸、マックスバリュ南東北、マツモト、マツヤスーパー、
ママのセンター、マルイ、丸久、マルミヤストア、マルヤ、万惣、ヤオコー、ヤ
マナカ、ヨーク、ヨークベニマル、横濱屋、与野フードセンター、ライフコーポ
レーション、ラルズ 計62社【生協】

CO-OPとやま、あいコープみやぎ、一宮生協、いばらきコープ、大阪いず
み市民生協、おおさかパルコープ、京都生協、コープぎふ、コープぐんま、
コープこうべ、コープさっぽろ、コープながの、コープにいがた、コープみやざ
き、コープみらい、自然派くらぶ生協、全日本海員生協、東海コープ事
業連合、東都生協、とちぎコープ生協、なのはな生協、ならコープ、パル
システム福島、福祉クラブ生協、生協ぷちとまと、三井造船生協、生協
ユーコープ、コープ九州事業連合 計28社

【ドラッグストア・薬局】

イチワタ、ウエルシア薬局、クスリのマルエ、ココカラファインヘルスケア、コメ
ヤ薬局、サッポロドラッグストアー、下川薬局、太陽堂、ツルハ 計9社

※うち、公表可能121事業者（赤字：今回新たに掲載する事業者）

「全国一斉」商慣習見直し運動について（納品期限緩和に取組む事業者）
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賞味期限表示の大括り化に取り組んでいる（または予定している）製造事業者（156事業者）

【菓子】

芥川製菓、アサヒグループ食品、新野屋、岩塚製菓、江崎グリコ、越後
製菓、オークラ製菓、大阪屋製菓、お菓子の日進堂、カバヤ食品、亀
屋製菓、カルビー、クラシエフーズ、栗山米菓、サクマ製菓、さくら製菓、
扇雀飴本舗、チロルチョコ・松尾製菓、でん六、ネスレ日本、ノーベル製
菓、パイン、平松商店、不二家、フルタ製菓、ブルボン、北陸製菓、明
治、名糖産業、森永製菓、ヤマザキビスケット、山芳製菓、有楽製菓、
米屋、リキ・コーポレーション、龍角散、ロッテ 計37社

【清涼飲料】

アサヒ飲料、味の素AGF、伊藤園、大塚食品、大塚製薬、カゴメ、キリ
ンビバレッジ、サントリー食品インターナショナル、三和缶詰、ジャスティ
ス、ダイドードリンコ、日本コカ・コーラ、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ、
明治

計14社

【レトルト食品】

アサヒグループ食品、味の素、アーデン、江崎グリコ、ヱスビー食品、キ
ユーピー、サラダクラブ、サンハウス食品、清水食品、宝食品、津田商
店、にしき食品、ハウス食品、はごろもフーズ、万直商店、明治、三菱
食品 、山形ライスファーム２１（工房とかちや）、ヤマキ、米屋

計20社

【風味調味料】

味の素、シマヤ、マルトモ、ヤマキ 計4社

【調味料】

味の素、江崎グリコ、オタフクソース、神田味噌醤油醸造場、キッコーマ
ン食品、サラダクラブ、七福醸造、渋谷商店、ときわや醤油、直源醤
油、ハウス食品、ヘテパシフィック、ヤマキ、吉村醸造

計14社

※うち、公表可能107事業者（赤字：今回新たに掲載する事業者）

【冷凍食品】

かねます食品、釧路東水冷凍、三洋通商 計3社

【その他】

アイリスフーズ、アサヒグループ食品、旭松食品、味の素、味の素AGF、五十川、伊之助製麺、今津、ウーケ、尾張製粉、キユーピー、極洋、くみあ
い食品工業、国分グループ本社、ゴールドパック、サッポロビール、サン海苔、三洋通商、椎茸井出商店、清水食品、白石興産、髙木商店、竹本
油脂、玉木製麺、通宝、津田商店、東洋ライス、永井海苔、ニコニコのり、日本コカ・コーラ、ハウス食品、はごろもフーズ、朋昆、ポッカサッポロフード
＆ビバレッジ、桝田屋食品、マルハニチロ北日本、万直商店、マルユウ、三菱食品、森永製菓、山形ライスファーム２１（工房とかちや）、ヤマキ、
山田養蜂場本社、米屋 計44社

（注）複数品目で取り組んでいる事業者があるため、合計は107に一致しない。

「全国一斉」商慣習見直し運動について（賞味期限表示の大括り化に取り組む事業者）
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農林水産省 食料産業局 ／Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

需要に見合った販売の推進（恵方巻きのロス削減）

前年度より減少
（87％）

前年度より増加
（４％）

前年度とほぼ
変わらず
（９％）

 2019年１月に、小売業者の団体に対し、恵方巻きの需要に見合った販売を呼びかけ。
 製造計画の見直しやサイズ構成の工夫等の取組を行った結果、約９割の小売業者が前年よ

り廃棄率が改善。
 2020年も引き続き呼びかけを行い、恵方巻きのロス削減に取り組む小売事業者に消費者向

けPR資材を提供し、事業者名（43事業者）を公表
 2021年の恵方巻きシーズンにおいても、PR資材を活用する事業者等を募集中（2/3ま

で）。（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/kisetsusyokuhin.html）

＜2019年２月恵方巻きの廃棄の削減状況に係る調査結果＞

【節分時の廃棄率（金額）の前年比較】 【廃棄率の削減割合】

６割以上削減
（31％）

４割～６割削減
（22％）

２割～４割削減
（25％）

２割未満削減
（22％）

（調査概要）
事務連絡の発出先である食品小売団体（７団体）に対して調査を依頼し、75社から回答を得た
（調査期間：平成31年２月～４月、回収率：18.8％）

（回答社数75社） （回答社数64社）

【小売店の販売の工夫の例】

・時間帯別製造計画の策定

・売れ行きに応じた店内製造の調節

・ハーフサイズの品揃えの増加

・予約販売の強化

＜小売業者の団体への呼びかけ内容＞

貴重な食料資源の有効活用という観点を踏まえた上で、需要に見合った販売の推進について会員企業への周知をお願い。

＜PR資材の例＞
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←本年は、事業者名
や店舗名と自らの食
品ロス削減の取組
を自由に記載して消
費者に啓発できるポ
スターを新たに作成

【啓発資材の例】

 小売事業者と消費者が連動した食品ロスの削減に向けた取組を後押しするため、食品小売事業者に対し
て、店舗にて、食品ロス削減のための啓発活動を行うことを呼びかけ。

 令和２年10月の食品ロス削減月間に、普及啓発資材等を活用して消費者への啓発活動を実施する小売
事業者及び外食事業者を募集、公表。
（https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/gekkanshizai.html）

【活用の例】

消費者への啓発
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３ 食品リサイクル関連の令和３年度の補助金
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